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 満族の法文化は多元的な中華文明の重要な一翼を担っている。満族の先
人たちは渤海、金、清などの政権を樹立し、北方民族ないし中華民族の歴史
発展に重要な影響を与え、その慣習法と制定法もまた中華法体系の発展と
形成に深く影響している。満族は中国では第三位の人口を擁する少数民族で
あり、八旗制度と満族の伝統的な氏族穆昆哈拉「ムコンハラ」制度は既に過
去のものとなったが、満族法文化は慣習法の面において今でも満族の人々を
規制している。 
 本報告では、満族が伝統的に有する法文化の歴史的な展開と現在のあり方
などについて検討する。 
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 現在、高齢化は国際的な話題となっている。中国は世界で人口が最も多い
国として、高齢化の展開によって、今世紀40年代から50年代にかけて世界で
高齢人口が最も多い国になる。中国は独自の経済と社会のあり方の故に高齢
化も独自の性格を有している。それにともない、社会福祉制度も重大な挑戦
に直面している。 
 中国社会の伝統と文化的背景に基づいて、他の国々の社会福祉制度の発
展と改革の諸経験を取り入れることが、中国の社会福祉にかかわる法律制度
を改革し、改善するための有効な手段である。 
本報告では北欧諸国の社会福祉制度との比較で、ますます高齢化が進展す
る中国の今後の社会福祉制度のあり方を模索する。 
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